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（参考：規制区域のイメージ）
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市街地 集落 

市街地・集落等以外の 

市街地・集落内の盛土等が 

崩壊し、周辺の人家等に被害 

を及ぼすケース 

市街地・集落の上流域の盛土 

等が崩壊し、土石流となって 

渓流等を流下し、下方の市街

地・集落内の人家等に被害を 

及ぼすケース 

・盛土等が崩壊し、周辺の人 

家等（市街地・集落外）に 

被害を及ぼすケース 

・盛土等が崩壊し、土石流と 

なって渓流等を流下し、下 

方の人家等（市街地・集落

外）に被害を及ぼすケース 

人家等がまとまって存在して 

いるエリア 

市街地や集落から離れていて

も、市街地や集落に被害を及 

ぼすおそれのあるエリア 

市街地・集落外の保全対象に 

危害を及ぼすおそれのある 

エリア 

 
宅地造成等工事規制区域 

 
特定盛土等規制区域 

保全対象（人家、道路、農地等）

４ 今後のスケジュール 

※基礎調査はおおむね５年毎に実施 

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

① 規 制 区 域 調 査

② 既 存 盛 土 調 査

③ 盛 土 １ １ ０ 番 の 設 置

④ 行 政 指 導 、 応 急 対 策

基礎調査

事業内容
規制区域（案）
公表

規制区域指定

既存盛土の分布図
公表
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